
老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介  

桂費  

（1）認知症疾患型短期入所療養介護費（1日につき）   

ト）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介  

護費  

川 認知症疾患型短期入所療養介護費（1日につき）   

ト）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

l 経過的要介護  833単位  l 要介護1  

ii要介護2  
1，049単位  

1，116単位  ii要介護1  1，035単位  

iii要介護2  1，102単位  

iv 要介護3  1－169単位  

V 要介護4  1．237単位  

＝㈲ 1，183単位  

iv 要介護4  1，251単位   

V 要介護5  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）   i㈲   
車」 

iii要介護3   

吋 要介護4   

V 要介護5  

1．318単位  

Vi要介護5  1．304単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  944単位  1，160単位  

1し㌍7単位  

1㌧凹4単位  

1㌧寧鱒単位  

1，429単位  

ii要介護1  1，146単位  

iii要介護2  1，213単位  

iv 要介護3  1，280単位  

∨ 要介護4  1，348単位  

（二）認知症疾患型短期入所療養介護責（Ⅱ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

l 要介護1  991単位  

Vi要介護5  

に）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 認知痘痕患型短期入所療養介護費（i）   

l 経過的要介護  

1，415単位  

766単位  

ii要介護1  977単位  ii要介護2  

iii要介護3  

付 要介護4  

V 要介書隻5  

＝）62単位  

1，132単位  

1㌧印3単位  

1，273単位  

iii要介護2．  1，048単位  

iv 要介護3  1．1柑単位  

V 要介護4  1．189単位   

Vj 要介護5  1，259単位  

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  850単位   

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）   

l 要介護1  1，122単位  

ii要介護1   

iii要介護2  
ル 要介護3  V㈲  Vi閲  

（三）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅲ）  

1．108単位  

1」79単位  

1，249単位  

1，320単位  

1，390単位  

ii要介護2   
iii要介護3  
付 要介護4  

V 要介護5  
（三）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）   

1」叩3単位  

1，263単位  

1ト軍4単位  

1．404単位  
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認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  a   

弼2単位  

＝）31単位  

1，099単位  

1，168単位  

1，236単位  

二 巳抗匙i   

：：巳抗・キ担   

iii要介 3  iv㈲  V㈲   
b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

1 ヨ抗配i   

l「巳抗日二些   

iii要介 3  

ル㈲  Y要恥  
（即 認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

1 日抗日i   

止 要介護2  
［丁：巳抗日て粥   

1爪 巴抗配引  V㈲   
b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

［ 当抗配i   

JL 
iii要介練3  iv㈲  V㈲  

（五）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

‘743単位  

948単位  

1，017単位  

1，085単位  

1，154単位  

1，222単位   

827単位  

1，079単位  

1，148単位  

1，216単位  

i 経過的要介護  
ii要介護1  

軒要介護2  
iv 要介護3   

V 要介護4   

扇 要介護5  
b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  
ii要介護1  

iii要介護2   

付 要介護3  

1，093単位  

1，162単位  

t230単位  

1，299単位  

1．367単位  1．285単位  

1．353単位  

V㈲  
Vi要介護5  

（四）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）   

i経過的要介護  
プ？ 巳抗配i   

iii要介護2  

iv 要介護3  V㈲  
Vi要介護5   

b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）   

i経過的要介護   
ii要介護1   

iii要介護2   

iv 要介護3  V㈲  
Vj 要介護5  

伍）認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）   

a 認知症疾患型短期入所療養介護費（i）   

1 眉担甑巳抗匙   
ii 要介護1  

捕㈲  

ル 要介護3   

946草堂  

tO13単位  

し叩0単位  

1．148単位  

1．215単位  

730単位   

g82単位   

999単位  

1，066単位  

＝34単位  

1，201単位  

引4単位  

1，063単位  

1，130単位  

1．197単位  

1，265単位  

1．332単位  

1．077単位  

＝44単位  

1，211単位  

し㍗9単位  

1．346単位   

8将4単位   

鱒1単堕  

1川18単位  

1，086単位  
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（沌8単位   

モけ0単位   

g87単位  

1，004単位  



∨㈲   Vi㈲  
b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ji）   

⊥ 

ヰ 要介護1  
ji」 

屈 営抗幸二艶   

γ 要介諌4   

Vi要介護5  

1，072単位  

1，139単位  

779単位   

9町単位  

1，048単位  

1，115単位  

1，183単位  

1，250単位  

V㈲  
b 認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

1，153単位  

l要介護1  995単位  

ii要介護2  1，062単位  i脚 単位  

ル 要介護4  1，197単位  

v 重介護5  1．264単位  

（2）認知症疾患聖経過型短期入所療養介護費（1日につき）   

ト）認知症疾患聖経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 要介護1  786単位  

（2）認知症疾患聖経過型短期入所療養介護費（1日につき）  

（－）認知症疾患聖経過型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 経過的要介護  570単位  

b要介護1 772単位  

c 要介護2  839単位  

b 要介護2  853単位  

c 要介護3  920単位  

嘩 906単位  

◎ 要介護4  974単位   

d 要介護4  988単位  

8 要介護5  1，055単位  

瀾 041単位  

に）認知症疾患型経過型短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 経過的要介護  654単位  

に）認知症疾患型経過型短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a 要介護1  917単位  b㈲ 903単位  

c 要介護2  970単位  

b 要介護2  984単位  

c 要介護3  1，051単位  

d要介護3  d  －  

8要介護4 1，105単位  f㈲ 1，172単位  

（3）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（1日につき）   

卜）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

d 要介護4  1，119単位  

0 要介護5  1，186単位  

（3）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（1日につき）   

卜）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護黄（i）  
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

」． 

止＿＿星企塵   」   ＿＿＿＿＿＿＿＿   
ji」＿ iY㈲   V㈲   
Vi要介護5  

b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）   

1 経過的要介護   

1．163単位  

1，2叩単位  

1ユ 

1，365単位  

1，432単位  

錮6単位  

1」49単位  

1，216単位  

1，283単位  

1，351単位  

1，418単位  

946単位  

l 要介護1  
ii 要介護2  

iii要介護3   

毎 要介護4   

血 臼抗匙崇  

b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介経費（ii）   

l 要介護1  1，163単位   
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1，230単位  

1，297単位  

1，365単位  

1，432単位  

門「営抗配当  

iii要介護3  iv㈲  
V‡要介護5  

（二）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（i）  

⊥ 

ii要介護2  
iii要介護3  
ル 要介護4  V㈲  

b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

此注1  
［「ヨ抗起句  

iii要介 3  iv㈲  V㈲  
㈱ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費  

・－さ 3時間以上4時間未邁  

二・4時間以上6時間未満  
（ヨ 6時間以上8時間未満  

1，149単位  

1．216単位  

1，283単位  

1，351単位  

1．418単位  

ii 要介護1  

iii要介護2  
～ 要介護3  

V 要介護4  
扇 要介護5  

に）ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（i）   

l 経過的要介護  857単位  I125単位  

1，196単位  

1．266単位  

1，337単位  

1．407単位  

ii要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3  

V 要介護4  

＝11単位  

＝82単位  

1，252単位  

1，323単位  

Vi要介護5  

b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）  

l 経過的要介護  
ii要介護1  
iii要介護2  
iv 要介護3  

V 要介護4  
Vi要介護5  

（4）特定認知症疾患型短期入所療養介護費（1日につき）  

1，393単位  

鈍7単位  

＝11単位  

＝氾単位  

1，252単位  

1，323単位  

1．393単位   

760単位  

1，125単位  

1．196単位  

1．266単位  

1，337単位  

1，407単位  

∬0単位   

∽0単位  

1，250単位  

注1（1）から（3）までについて、老人性認知症疾患療養病棟（指定   

居宅サービス基準第144条に規定する老人性認知症疾患療養病棟  
をいう。以下同じ。）を有する病院である指定短期入所療養介   

護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合  
しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該  
届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定短期入所   
療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に  
厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介  
護状態区分lこ応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、   
利用者の数又は医師、看護職鼻若しくは介護職員の員数が別に  
厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大  

臣が定めるところにより算定する。   

注1（1）から（3）までについて、老人性認知症疾患療養病棟（指定  
居宅サービス基準第144条に規定する老人性認知症疾患療養病棟  

をいう。以下同じ。）を有する病院である指定短期入所療養介  
護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合  
しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該  
届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定短期入所  
療養介技を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に  
厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介  
護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、  

利用者の数又は医師、看護職兵書しくは介護職員の員数が別に  

厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大  
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2 （4）について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である   

指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定   
める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出   

たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟にお   

いて、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し   

て、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要   

した時間ではなく、短期入所療養介護計画lこ位置付†ナられた内   

容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそ  
塑宣塑所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、   

看護職見苦しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める   
基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ   

り算定する。  

3 （3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   
所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき†84単   

位を所定単位数に加算する。  

5 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入所   

療養介護費（Ⅰ）、認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）、認知   

症疾患型短期入所療養介護費（Ⅲ）、認知症疾患型短期入所療養   

介護費（Ⅳ）若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）又は   

認知症疾患聖経過型短期入所療養介護費を支給する場合は、そ   
れぞれ、認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅰ）の認知症疾患型   

短期入所療養介護費（ii）、認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）   

の認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）、認知症疾患型短期入   

所療養介護費（Ⅲ）の認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）、言忍   

知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ）の認知症疾患型短期入所療   

養介護費（ii）若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）の   

認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）又は認知症疾患型経過型   

短期入所療養介護費（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利   

臣が定めるところにより算定する。  

2 （4）について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である   

指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定   
める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出   

たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟にお   

いて、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）に対し   

て、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所定単   

位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若し   
くは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当す   

る場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。  

3 （3）について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな   

い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数   

を算定する。  

4 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   
所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

5 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入所   
療養介護費（Ⅰ）、認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）、認知   

症疾患型短期入所療養介護費（Ⅲ）、認知症疾患型短期入所療養   

介護費（Ⅳ）若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）又は   

認知症疾患型経過型短期入所療養介護費を支給する場合は、そ   
れぞれ、認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅰ）の認知症疾患型   

短期入所療養介護責（ii）、認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅱ）   

の認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）、認知症疾患型短期入   

所療養介護費（Ⅲ）の認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）、認   

知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅳ）の認知症疾患型短期入所療   

養介護費（ii）若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費（Ⅴ）の   

認知症疾患型短期入所療養介護費（ii）又は認知症疾患型経過型   

短期入所療養介護費（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者  
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用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況   
に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利   
用の必要があると医師が判断した者  

6 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   

の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   
があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。  

7 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   
ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   
入所療養介護については、老人性認知症疾患療養病棟を有する   
病院における短期入所療養介護費は、算定しない。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利  
用する者  

ハ 著しい鱒神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況   

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利   
用の必要があると医師が判断した者  

6 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   

があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。  
7 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受け   

ている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期   

入所療養介諌については、老人性認知症疾患療養病棟を有する  
病院における短期入所療養介護費は、算定しない。  

（5）栄養管理体制加算   

け側   

に）栄養士配置加算  

1呈草堂  

10単位  

注1 ト‖こついては、次lこ掲げるいずれの基準lこも適合するもの  
として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
ついて、1日につき所定単位数を加算する。  
イ朋邑していること。  

口㈱旨定短期入所療  

養介護事業所であるこL   
2 （二＝こついては、次に掲げるいずれの基準にも適合するもの  

として都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
ついて、1E＝こつき所定単位数を加算する。ただし、この場合  
において、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定し   

虹   
イ㈲匿していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準lこ適合する指定短期入所療  
養介護事業所であること。  

剋 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   

護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、  
1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  

剋 療養食加算  23単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   
に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介   
護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、  
1日につき所定単位数を加算する。   

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている  
こと。   
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ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

脱 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   
知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  

辺 特定診療費  
利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療   

行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に   

厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。  

（8） トビス硬堺体制強化加算  

注㈱して都道   

府県知事に届け出た指定時期入所療養介護事業所が、利用日引こ対   

凋区   

盆上三選い、1日につき次l；掲げる所定単廷塑皇迦真土旦皿 
次い 

． 

こと。   

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。   

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指  

定短期入所療養介護事業所において行われていること。  

皿 緊急短期入所ネットワーク加算  50単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   
知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者（別に厚   
生労働大臣が定める者に限る。）に対し、指定短期入所療養介護   

を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。  
1む 特定診療費  

利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療   
行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に   

厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。  

ト）1トービス提供体制強化姐算ぐⅠ）  

に）サービろ碍供体制強化加算（旦）  

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   

ホ灘所lこおける短期入所療養介護費   
川 基準適合診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）（1日につき）  

ト）経過的要介真  

に）要介護1  

411単位  

545単位  

（三）要介護2  588単位  

（四）要介護3  632単位  

（五）要介護4  676単位  

（六）要介護5  720単位  

制 基準適合診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）（＝引こつき）  

ト）朋 495単位   

に）要介護1  676単位  
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に）要介護早  

（四）要介護3  

伍）要介護4  

伍）要介護5  

719単位  

763単位  

80了単位  

851単位  

（3）特定基準適合診療所短期入所療養介護費（1日につき）  

760単位  

注1川について、指定居宅サービス基準附則第5条第3項甲規定   
により卿こ規定する  

基準適合診療所である指定短期入所療養介護事業所において、  
指定短期入所療養介護を行った場合に、別に厚生労働大臣が定  
める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じ  
て、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別   

に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働   

大臣が定めるところにより算定する。  

2 （2）について、指定居宅サービス基準附則第5条第3項の規定  

により卿条に規定する  

基準適合診療所である指定短期入所療養介護事業所において、  

日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、所定単位数  
を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定めろ  

基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ   
り算定する。  

3 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入   

所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単   

位を所定単位数に加算する。  

4 次のいずれかに該当する者に対して、基準適合診療所短期入  

所療養介護費を支給する場合は、基準適合診療所短期入所療養  
介護費（Ⅱ）を算定する。  

イ 脚引こより、従来型個室の利用の必要があると医師が   
判断した者  

口輝こ適合する従来型個室を利   

用する者  

／＼著しい精神症状等lこより、同室の他の利用者の心身の状況   

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利   
用の必要があると医師が判断した者  
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旦利用者が連続して30日を超えて手旨定短期入所療養介護を受け   

鎚ろ乳針こおいては、30日を超える日以降lこ受けた指定短期   

入所療養介護については、基準適合診療所における短期入所療   
華介護費は、算定しない。  

（4）栄養管理体制加算  

脚 12単位  1Z早哩   

二・栄養士配置加算  」旦里堕  

注1 卜引こついては、次lこ掲げるいずれの基準lこも適合するも＠   
呈上て都道府県知事lこ届け出た指定短期入所療養介護事業所に  
肖用r函。i葺＝■弼冒頭頭H闇詔頭覗与聖㌫間x   
土 
㌢別に厚生労働大臣が定める基準lこ適合する指定短期入所療  

埜介護事業所であるこL   
阜（ニ）については、次Iこ掲げるいずれの基準lこも適合するもの   

主上三着β遭塵旦担里庄．昼止旦た迫真逗遡A重度塵公選旦簑塵」主   
？いて、1白につき所定単位数を加算する。たmの場合   
ドおいて、管理栄養士配置加算を算定している場合は、算定ヒ  
ない。   

イ瀬  

川こ厚生労働大臣が定める基準に適合する手旨定短期入層塵  
養介護事業所であること。  

脚 23単位 単位  

注次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事   

に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養企  
を 提供したときは、  る療養食  大 臣が定め  厚生労働  某所が、別に  護事  

1日につき所定単位数を加算する。  

イ働、る  

こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の  

食事の提供が行われていること。  

ハ働‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する指  

貫短期入所療養介卿  

10 特定施設入居者生活介護黄   

イ 特定施設入居者生活介護費（1日につき）  

10 特定施設入居者生活介護費   

イ 特定施設入居者生活介護費（1日につき）  

（1）要介護1  571単位   214単位  （1）経過的要介護  

－61－  



641単位  

711単位  

780単位  

851単位  

（封 要介護2  

瑚 要介護3  
（4）要介護4  

（5）要介護5  

549単位  

616単位  

683単位  

750単位  

818単位  

（2）要介護1  

（3）要介護2  

（4）要介護3  

（5）要介護4  

（6）要介護5  口 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費（1月につき）  

注1指定特定施設（指定居宅サービス基準第174条第1項に規定する   
指定特定施設をいう。以下同じ。）において、イについては、指  

定特定施設入居者生活介護（同項に規定する指定特定施設入居者   

忘誌言妄言  

の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定するもの  
とし、ロについては、外部サービス利用型指定特定施設入居者生   
活介護（指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービ  

ス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）を行  
った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該   

サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施   
設入居者生活介吉葉に係る短単位数について、利用者の要介護状態   
区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定す  
る。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が  
定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ  
により算定する。   

2 イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理  
学療法士等を1名以上配置しているもの（利用者の数が100を超え  
る指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す  

る常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等で  
ある従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を1   

00で除した数以上配置しているもの）として都道府県知事に届け  

出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、   
看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計  
画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている   
場合には、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を艶星畢   
生整⊆加算する。   

3 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する  
ものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用   
者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、夜間  

口 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費（1月につき）  
注1 指定特定施設（指定居宅サービス基準第174条第1項に規定する  

指定特定施設をいう。以下同じ。）において、イについては、指  
定特定施設入居者生活介護（同項に規定する指定特定施設入居者  
生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、指定特定施設入  
居者生活介護の提供を受ける入居者（以下「利用者」という。）  

の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定するもの  
とし、ロについては、外部サービス利用型指定特定施設入居者生  

活介護（指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービ  

ス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）を行   

った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該  
サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施  
設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要介護状態  
区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定す  
る。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が  

定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ 

により算定する。   

2 イについては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理  
学療法士等を1名以上配置しているもの（利用者の数が100を超え  

る指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す  
る常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等で  

ある従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を1  

00で除した数以上配置しているもの）として都道府県知事に届け  
出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、   

看護職員、介護職員等が共同して、利用者ごとに個 
画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている  

場合には、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を加算す  
る。   

3 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する  
ものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用  
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看護体制加算として、1日につき10単位を所定単位数に加算する。  
4 イについては、看護職員が、利用者ごとIこ健康の状況を継続的   

に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医  

療機関（指定居宅サービス基準第191条第1項に規定する協力医療  
鱒開をいう」又は当該利用者の二封台医に対して、当該利用者の   
健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合には、医療  

者に対して、特定施設入居者生活介護を行った場合に、夜間看護  

体制加算として、1日につき10単位を所定単位数に加算する。  

につき80単位を所定単位数に加算する。  機関連  加算として、1月   

11福祉用具貸与費（1月につき）   
指定福祉用具貸与事業所（指定居宅サービス基準第194条第1項に規   

定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。）において、指定   
福祉用具貸与（指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具   

貸与をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に   
要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される  
1単位の単価で除して得た単位数（1単位未満の端数があるときは、   
これを四捨五入して得た単位数）とする。   

注1搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用に  
含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定福祉用具  

貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在する場合にあ  
っては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定  
福祉用具貸与事業者（指定居宅サービス基準第194条第1項に規定  
する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。）の通常の星茎  
の実施地域」手旨定居宅サービス基準第200条第5号に規定する通選  

の事業の実施地域をいう。以下同じ。）において指定福祉用具貸  
与を行う場合に要する交通責（当該指定福祉用具貸与に係る福祉  
用具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う  
当該指定福祉用具貸与事業者の専門相言炎員1名の往復の交通費を  

11福祉用具貸与費（1月につき）  

指定福祉用具貸与事業所（指定居宅サービス基準第194条第1項に規   
定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。）において、指定   

福祉用具貸与（指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具   

貸与をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に   

要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される  
1単位の単価で除して得た単位数（1単位未満の端数があるときは、   

これを四捨五入して得た単位数）とする。   

注1 搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用に  

含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定福祉用具  
貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在する場合にあ  
っては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定  

福祉用具貸与事業者（指定居宅サービス基準第194条第1項に規定  
する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。）の通常の業務  
の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費  
（当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経  

費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業者  
の専門相談員1名の往復の交通費を合算したものをいう。）に相  
当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1  
単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指  
定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与真の100分の100に相当する額  
を限度として所定単位数に加算する。  

。以下同じ。）に相当する額を当該指定福祉   合算したものをいう  

用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た  
単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福   
祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限度として所定単位数   
に加算する。  2瀬＝こ厚生労働  
大臣が定める施設基準に適合する指定福祉用具貸与事業所の場合  
！軸月に、当題  
指定福祉用具貸与事業者の温常の事業の実施地域において指定碍   

－63－  



ーー’▲一1t■ヽ －▲     づr  ▲  

祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の2に  
轍手旨定福祉用具貸与事業所の祈年地に適用される  1単位の単卿  
指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の2に相当する額  
を限度とし七所定単位数に加算する。  

している利用者に対して、   生労働大臣が定める地域に居住  3 別に  

通常の事業の実施地域を越えて指定福祉用具貸与 行う場合は、   
当該碍定時祉卿該指定福祉用異  

貸与手套草の通常の事業の宰施地域において指定福祉用具貸与を  
一  

定単位数lこ加東する。  
生 要介護状態区分が要介護1である者に対して、厚生労働大臣が  

定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の   

種目（平成11年厚生省告示第93号）第1項に規定する幸いす、同   

告示第2項に規定する幸いす付属品、同告示第3項に規定する特   
殊寝台、同告示第4項に規定する特殊寝台付属品、岡告示第5項   
に規定する床ずれ防止用具、同告示第6項に規定する体位変換器、   
同告示第11項に規定する認知症老人排掴感知機器及び同告示第12   
項に規定する移動用リフトに係る指定福祉用具貸与を行った場合   
は、福祉用具貸与費は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が   
定める者に対する場合については、この限りでない。   

巨 利用者が特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介   
護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護   
老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、福祉用具貸与費   
は、算定しない。  

乙 要介護状態区分が経過的要介護又は要介護1である者に対して、   
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に   

係る福祉用具の種目「（平成11年厚生省告示第93号）第1項に規定   

する幸いす、同告示第2項に規定する幸いす付属品、同告示第3   

項に規定する特殊寝台、同告示第4項に規定する特殊寝台付属品、   
同告示第5項に規定する床ずれ防止用具、同告示第6頓に規定す   
る体位変換器、同告示第11項に規定する認知症老人排掴感知機器   

及び同告示第12項に規定する移動用リフトに係る指定福祉用具貸   

与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。ただし、別に   

厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この限りでな   
い。  

旦 利用者が特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介   
護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護   
老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、福祉用具貸与費   
は、算定しない。  
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○ 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十号）（抄）  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

別表  

指定居宅介護支援介護給付費単位数表  

居宅介護支援費   

イ 居宅介護支援費（1月につき）   

（1）居宅介護支援費（Ⅰ）  

（－）要介護1又は要介護2  

仁）要介護3、要介護4又は要介護5   

・乙馳塑 卜）㈲  
仁）㈲要介護5   

㈲居宅介護支援費（匹）  H卿  
仁）要介護3、要介護4又は要介護5  

別表  

指定居宅介護支援介護給付費単位数表  

居宅介護支援費   

イ 居宅介護支援費（1月につき）   

（1）居宅介護支援費（Ⅰ）  

卜）要介護1又は要介護2  
口 要介護3、要介護4又は要介護5   

卿筆（Ⅰり  
（－）要介護1又は要介護2  

口 要介護3、要介護4又は要介護5   

闇居宅介護享曙翠（Ⅲ）  

（－）要介護1又は要介護2  

1，000単位  

1，300単位   

500単位   

鱒（嘩亜  

叩草堂   

390単位  

1．000単位  

1，300単位   

60q単位   

780単位  

400単位   

出 要介護3、要介護4又は要介護5  520単位  

哩経過的要介護居宅介護支援費  850単位  

注1（1）から（3）までについては、利用者に対して指定居宅介護支援  

（介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第  
46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）  
を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の  

人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号。以下「基  

準」という。）第14条第1項の規定により、同項に規定する文  
書を提出している指定居宅介護支援事業者（法第46条第1項に  
規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）につい  
て、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。   

（1）居宅介護支援費（Ⅰ）指定居宅介護支援事業所（基準第2  
条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同  
じ。）において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用  
者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の21第3項  
の規定に基づき指定介護予防支援事業者（法第58条第1項に  

規定する指定介護予防支援事業者をいう。）から委託を受け  

注1（1）から（3）までについては、利用者に対して指定居宅介護支援  

（介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第  
46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）  
を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の  

人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号。以下「基  

準」という。）第14条第1項の規定により、同項に規定する文  
書を提出している指定居宅介護支援事業者（法第46条第1項に  

規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。〉 につい  

て、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。   

（1）居宅介護支援費（Ⅰ）指定居宅介護支援事業所（基準第2  
条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同  
じ。）において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用  
者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の21第3項  
の規定に基づき指定介護予防支援事業者（法第58条第1項に  

規定する指定介護予防支援事業者をいう。）から委託を受け   
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